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湖東地域広域ごみ処理施設整備に関する住民説明会の開催について 

 

  このたび、湖東地域の新しいごみ処理施設の整備のため、候補地の地元住民説明会を

開催しました。 

  これは、湖東地域のごみ処理の広域化を推進するために、彦根市、愛荘町、豊郷町、

甲良町、多賀町の各首長、彦根愛知犬上広域行政組合管理者で構成する湖東地域一般廃

棄物処理広域化事業促進協議会が、新ごみ処理施設の建設候補地の１つである彦根市三

津町・海瀬町の２町住民を対象とし、広域ごみ処理施設建設の必要性、候補地となった

経緯等につき、説明会を開催したものです。 

  この説明会の概要については、下記のとおりです。 

 

記 

 

 １ 日   時： 平成２４年７月１４日（土) 午後７時３０分から午後９時まで 

 ２ 場   所： 彦根市海瀬町 かいぜ寮・作業棟 

 ３ 出 席 者： 会長、幹事長、幹事２名、事務局３名、コンサルタント１名 

 ４ 参 加 者： 彦根市三津町・海瀬町住民 約８０名 

 ５ 開 催 主 旨： 湖東地域広域ごみ処理施設整備について、広域化の必要性、施設の

概要、建設候補地となった選定経緯を説明し、建設予定地を選ぶ判

断をするために行う調査に対する理解および協力を求める。 

 ６ 説明会資料：・別紙、説明会配布資料のとおり 

 ７ 説明会内容： 

         (1) 湖東地域広域ごみ処理施設整備について 

          ① 湖東地域一般廃棄物処理広域化事業促進協議会について 

          ② 広域化の必要性について 

          ③ 建設をしようとしている処理施設について 

          ④ 建設候補地の選定について 

         (2) 上記に対する質疑・応答等 

 ８ 備   考：  

         ・当日頂いた質問については、整理したうえで地元に対し、回答をす

る予定 
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【湖東地域広域ごみ処理施設整備について】 

 

１．湖東地域一般廃棄物処理広域化事業促進協議会とは 

  湖東地域における一般廃棄物①処理の広域化の推進を図るため組織されました。 

  現在は、新しいごみ処理施設の建設候補地を選定しています。 

 

湖東地域一般廃棄物処理広域化事業促進協議会 

（構成員） 

 

彦根市長  愛荘町長   豊郷町長  甲良町長  多賀町長  彦根愛知犬上広域 

                                行政組合②管理者 

（幹事）彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町の担当課長。滋賀県湖東環境事務所、彦根市清掃セン

ター、湖東広域衛生管理組合リバースセンターの所長等。愛知郡広域行政組合、湖東広域衛生管

理組合、彦根愛知犬上広域行政組合の局長。 

（注）①：主に各家庭から出される生活ごみで、事業者が出す産業廃棄物以外をいいます。 

   ②：彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町で新ごみ処理施設の建設に関する事務を行なってい

る一部事務組合です。新ごみ処理施設を建設・運営する事業主体で、促進協議会の事務局が置

かれています。愛荘町を除く１市３町の斎場、最終処分場の管理運営に関する事務も行ってい

ます。 

 

２．広域化の必要性について 

 ≪広域化の経緯≫ 

  ○平成 ９年５月   ごみ処理の広域化についての国の通知 

  ○平成１１年３月  『滋賀県一般廃棄物処理広域化計画』策定 

  ○平成１３年６月  「湖東地域一般廃棄物処理広域化事業促進協議会」組織化 

  ○平成２０年５月  『湖東地域広域ごみ処理施設整備基本構想』策定 

  ○平成２２年３月  １市４町が新ごみ処理施設の建設に関する事務を組合へ移管 

 

 〈マテリアルリサイクルの推進〉 

・ごみの分別区分、品目を統一し集約して１つの施設で処理をすると、資源ごみ（金

属類・びん、プラスチック類等）のリサイクルを効率的に行えます。 

 〈ダイオキシン類削減対策の推進〉 

  ・１つの施設に集約化、一定量のごみを確保することにより、高温での連続燃焼が

可能となり、ダイオキシン類の発生を抑制できます。 

  ・排ガス処理設備の高度化が図れ、環境保全の面からも効果的です。 

 〈サーマルリサイクルの推進〉 

  ・ごみの焼却熱による発電など、エネルギーとしての利用が可能となります。 
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〈コストの縮減〉 

・各市町が個別に分別・処理を行うより、施設の建設費、運営費を減らすことがで

きます。 

 

３．建設をしようとしている処理施設 

◇ 熱エネルギー回収施設（新ごみ焼却施設） 

   ・１市４町から発生する可燃ごみを処理します。 

   ・１日あたり、最大処理能力 約１５４トンの施設を予定しています。 

   ・焼却熱を利用した発電設備または温水を利用する余熱利用施設を併設予定です。 

◇ マテリアルリサイクル推進施設（新リサイクルセンター） 

   ・１市４町から発生する粗大ごみ、不燃ごみ、缶・金属ごみ、びん類、ペットボ

トル、容器包装プラスチック（トレイを含む）等のごみを処理します。 

   ・１日あたり、最大処理能力 約５３トンの施設を予定しています。 

   ・不用品の補修、再生品の展示などのリサイクル啓発施設を併設予定です。 

 

４．建設候補地の選定について 

 ≪選定の経緯≫ 

  ○平成２０年 5 月 彦根市石寺町地先の用地について、建設断念 

  ○平成２３年１２月 新ごみ処理施設 建設候補地の選定調査開始 

 〈検討する土地の抽出要件〉 

   ・１市４町全域を対象として、４ヘクタール程度のまとまった空地があること。 

   ・その空地にアクセスする道路があること。 

   ・土地の取得の見込みがあること。 

                          ⇒ ４箇所を抽出 

〈評価の方針〉 

   ・安全・安心の確保 · · · · · · ·  地震・浸水・土砂災害などの災害面からの検討 

   ・環境への配慮 · · · · · · ·   · · ·  周辺への自然・生活環境への影響をできるだけ軽減 

   ・親しまれる施設づくり · · ·  周辺の文化・歴史施設等との調和面からの検討 

   ・計画的な財政運営 · · · · · · ·  施設建設・運営に要する費用面からの検討 

 

○平成２４年 ４月 選定調査中間報告、第１回候補地選定会議開催 

  ○平成２４年 ５月 第２回候補地選定会議開催 

 

 〈今後の検討方針〉… 現時点での課題事項について、さらに調査を進めていきたい

と考えています。 
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【検討対象地の比較評価項目】 

 ◆検討対象地の比較評価項目は、以下の２６項目です。 

評価の方針 項  目 

安全・安心の 

確保の視点 

０１ 活断層との位置関係 

０２ 災害関連法等の指定地区 

０３ その他危険地域 

０４ 住宅との位置関係 

０５ 教育施設との位置関係 

０６ 医療・福祉施設との位置関係 

０７ 施設建設・稼動上の課題の有無 

環境への配慮

の視点 

０８ 自然関係法等の指定地 

０９ その他重要な自然環境の有無 

１０ 農地関連法の指定地 

１１ 生活関連法の指定地 

１２ 道路混雑度 

１３ 収集運搬効率 

１４ 雨水放流先の状況 

１５ 施設建設・稼動上の課題の有無 

親しまれる 

施設づくり 

の視点 

１６ 文化財関連法の指定地 

１７ 文化・観光施設との位置関係 

１８ 余熱利用施設等の地域貢献 

１９ 構成市町の位置関係 

２０ 他市町との位置関係 

２１ 施設建設・稼動上の課題の有無 

計画的な 

財政運営 

の視点 

２２ 地権者数 

２３ 造成費 

２４ 用水の確保 

２５ 財政上の優遇措置 

２６ 施設建設・稼動上の課題の有無 

 


